
・補助金等交付申請書 

・補助事業等計画書 

・補助金等概要調書 

・研修実施要領等受講する 

研修の内容がわかる書類 

補助金等交付決定通知書 

補助金等交付決定 

変更通知書 

・補助事業等計画変更(中止・ 

廃止)申請書 

・変更内容が確認できる書類 

事務の手引き 

 

１ 補助金交付の流れ 

手続区分 申請法人 相模原市 

交付申請 

○申請書類一式を作成・提出 

 

 

○申請書類の受領・審査 

交付決定 

 ○補助金の交付決定 

計画変更 

 

※申請内容に 

変更がある 

場合のみ 

○申請書類一式を作成・提出 

 

 

○申請書類の受領・審査 

交付決定 

（変更分） 

 ○補助金の交付決定（変更分） 

 

 

研修受講開始予定日の前日ま
で（※）に提出が必要です。 
※自宅学習等の事前学習が

ある場合は、事前学習が始ま
る日の前日まで。 



・補助事業等実績報告書 

・補助事業等実績調書 

・受講証の写し、研修報告書の 

 写し、修了証書の写し等 

 受講が確認できるもの 

・負担金等領収書の写し又は 

これに準ずる書類 

補助金等の額 

確定通知書 

・補助金等交付請求書 

・補助金等交付決定通知書 

（補助金等交付決定変更 

通知書）の写し 

・補助金等の額確定通知書 

の写し 

研修受講 ○研修の受講 
 

実績報告 

○報告書類一式を作成・提出 

 

 

○報告書類の受領・審査 

補助金の 

額の確定 

 ○補助金の額の確定 

補助金の請求 

○請求書類一式を作成・提出 ○請求書類の受領・審査 

補助金の交付 

 

○補助金の支払い（口座振込） 

 

研修終了後、３０日以内（※） 

に市に提出が必要です。 

 

※当該日が年度を超える場合、 

年度末まで 



２ 各種手続きに係る提出前チェックリスト 

（１） 交付申請前の事前確認 

□ 補助対象経費（研修受講料等）は、法人・事業所が全額負担している。 

□ 他の制度による補助を受けていない。 

□ 補助対象となる事業所等である。 

□ 補助対象となる従業者が研修を受講する。 

□ 本市の債権者登録（口座登録）をしている。 

□ 年度末（３月３１日）までに受講及び支払が完了する研修である。 

 

【留意事項】 

 

☆ 受講者に一部でも費用負担を求めた場合、補助を受けることはできません。 

☆ 他の制度（本市や他自治体）による補助金等の交付を受けている場合は、

補助を受けることはできません。 

☆ 市内で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(平成１７年法律第１２３号)及び児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)

に規定する障害福祉サービス等であって、相模原市障害福祉職員等キャリア

アップ支援事業費補助金交付要綱（以下、要綱という）の別表に定める事業

を運営する法人が補助対象となります。 

☆ 障害福祉サービス事業所に勤務する従業者のうち、施設長、管理者、事務

員、調理員、清掃員、運転手等、障害児者の直接処遇に関わらない者を除い

た従業者が補助対象となります。 

☆ 本市の債権者登録がない場合は、別途、登録手続きを行ってください。 

  

 

（２） 交付申請の手続き 

□ 研修受講開始予定日の前日までの申請である。（事前学習がある場合は、事前学

習を開始する日の前日まで。） 

□ 「補助金交付申請書」の申請人の欄に、“法人”の所在地、名称、代表者の役職名・

氏名を記入している。 

□ 「補助金等交付申請書」に、代表者印を押印している。（本人が自署する場合は、

押印不要） 

□ 「補助金等交付申請書」に代表者印の押印がない場合、下段の連絡先及び責任者

氏名を記載している。 

□ 「補助金等交付申請書」の裏面の記載内容を確認し、裏面も印刷している。（両面

印刷を推奨） 

□ 研修受講予定日が正しく記載されている。 

□ 交付申請額が正しく計算されている。（千円未満端数切捨て等） 

□ 「補助金等概要調書」の補助事業者等の名称に、申請法人名が記載されている。 



□ 研修実施要領等受講する研修の内容がわかる書類について、受講する研修の「名

称・実施機関・内容・金額・日程又は課程」が確認できる書類を添付している。 

□ 各書類に必要なすべての事項が記載されている。（記載例を参照） 

 

【留意事項】 

 

☆ 補助対象者は、「法人」となりますので、事業所等による申請はできません。 

☆ 「補助金等交付申請書」の代表者印は、担当者印や管理者印、法人印では

受付できません。 

☆ 「補助金等交付申請書」に代表印がない場合、電話等により、申請書類の

確認を行う場合がございます。 

☆ 対面研修等の受講初日以前に、自宅学習や課題提出を要する研修の場合、

研修受講開始予定日は自宅学習等の開始日となります。 

 

 

【提出書類一覧】 

№ 提出書類名 チェック欄 

１ 補助金等交付申請書（両面印刷を推奨）  

２ 補助事業等計画書  

３ 補助金等概要調書  

４ 研修実施要領等受講する研修の内容がわかる書類  

 

（３） 計画変更の手続き（申請内容に変更が生じた場合のみ必要となります。） 

□ 「補助事業等計画変更（中止・廃止）申請書」の申請人の欄に、“法人”の所在地、

名称、代表者の役職名・氏名を記入している。 

□ 「補助事業等計画変更（中止・廃止）申請書」に、代表者印を押印している。（本

人が自署する場合は、押印不要） 

□ 代表印を押印した場合、「補助金等交付申請書」と同一の印を使用している。 

□ 「補助事業等計画変更（中止・廃止）申請書」に代表者印の押印がない場合、下

段の連絡先及び責任者氏名を記載している。 

□ 「補助金等交付決定通知書」の指令番号、交付決定日を転記している。 

□ （変更・中止・廃止）内容及びその理由がすべて記載されている。 

□ 変更内容が確認できる書類が添付されている。 

□ 各書類に必要なすべての事項が記載されている。（記載例を参照） 

  



 

【留意事項】 

 

☆ 申請内容に変更（次の事項）が生じた場合に、（変更・中止・廃止）申請が

必要となります。 

 ・ 申請金額が変更となる場合 

 ・ 研修受講予定者が変更となる場合 

 ・ 研修受講人数が変更となる場合 

 ・ 研修受講予定日（初日又は最終日）が変更となる場合 

☆ 原則、変更事由が発生次第、速やかに申請が必要となります。 

☆ 「補助事業等計画変更（中止・廃止）申請書」の代表者印は、担当者印や

管理者印、法人印では受付できません。 

☆ 「補助事業等計画変更（中止・廃止）申請書」に代表印がない場合、電話

等により、申請書類の確認を行う場合がございます。 

☆ 研修日程に変更が生じ、年度末（３月３１日）までに受講が完了できない

場合、補助金の交付は受けることができません。 

 

 

【提出書類一覧】 

№ 提出書類名 チェック欄 

１ 補助事業等計画変更（中止・廃止）申請書  

２ 変更内容が確認できる書類  

 

（４） 事業報告の手続き 

□ 研修終了日から３０日以内の提出である。 

□ 「補助事業等実績報告書」に、代表者印を押印している。（本人が自署する場合は、

押印不要） 

□ 代表者印を押印した場合、「補助金等交付申請書」及び「補助事業等計画変更（中

止・廃止）申請書」（提出している場合）と同一の印を使用している。 

□ 「補助事業等実績報告書」に代表者印の押印がない場合、下段の連絡先及び責任

者氏名を記載している。 

□ 「補助金等交付決定通知書」（又は「補助金等交付決定変更通知書」）の指令番号、

交付決定日を転記している。 

□ 交付金額が正しく計算されている。（千円未満端数切捨て等） 

□ 着手年月日＝研修開始日、完成年月日＝研修終了日となっている。 

□ 「補助金等実績調書」の補助事業者等の名称に、申請法人名が記載されている。 

□ 負担金等領収書の写し又はこれに準ずる書類について、補助対象経費（研修受講

料等）を、法人・事業所が全額負担していることが確認できる書類を添付している。 

□ 各書類に必要なすべての事項が記載されている。（記載例を参照） 



 

【留意事項】 

 

☆ 「補助事業等実績報告書」の代表者印は、担当者印や管理者印、法人印で

は受付できません。 

☆ 「補助事業等実績報告書」に代表印がない場合、電話等により、申請書類

の確認を行う場合がございます。 

☆ 「補助事業等実績報告書」に転記する指令番号、交付決定日については、

「補助金等交付決定通知書」又は「補助金等交付決定変更通知書」のうち、

最新の通知に記載されているものを使用してください。 

☆ 「補助事業等実績調書」は、補助制度の透明化を図り、市民による評価を

可能とするため、ホームページで公開しています。このため、研修受講者名

等、個人を特定できる内容は記載しないでください。 

☆ 負担金等領収書の写し又はこれに準ずる書類について、一時的に研修受講

者が立て替え等により負担しており、領収書等が研修受講者自身の記載とな

っている場合は、法人から受講者に負担金の振り込みを行っている証明書類

の添付してください。（証明書類の添付が困難な場合は、その旨が分かるよう

余白に記載するなどの対応を行ってください。） 

 

 

【提出書類一覧】 

№ 提出書類名 チェック欄 

１ 補助事業等実績報告書  

２ 補助事業等実績調書  

３ 
受講証の写し、研修報告書の写し、修了証書の写し等、

受講が確認できるもの 
 

４ 負担金等領収書の写し又はこれに準ずる書類  

（５） 請求手続き 

□ 「補助金等の額確定通知書」が通知されてから請求を行っている。 

□ 「補助金等交付請求書」に、代表者印を押印している。（本人が自署する場合は、

押印不要） 

□ 代表者印を押印した場合、「補助助金等交付申請書」、「補助事業等計画変更（中

止・廃止）申請書」（提出している場合）及び「補助事業等実績報告書」と同一の印

を使用している。 

□ 「補助金等交付請求書」に代表者印の押印がない場合、下段の連絡先及び責任者

氏名を記載している。 

□ 「補助金等の額確定通知書」の指令番号、額確定日を転記している。 



□ 「補助金等交付決定通知書」の写し（「補助金等交付決定変更通知書」の写し）を

添付している。 

□ 「補助金等の額確定通知書」の写しを添付している。 

□ 必要なすべての事項が記載されている。（記載例を参照） 

 

【留意事項】 

 

☆ 「補助金等交付請求書」の代表者印は、担当者印や管理者印、法人印では

受付できません。 

☆ 「補助金等交付請求書」に代表印がない場合、電話等により、申請書類の

確認を行う場合がございます。 

☆ 補助金等交付決定に関する写しの添付については、「補助金等交付決定通

知書」又は「補助金等交付決定変更通知書」のうち、最新の通知の写しを添

付してください。 

 

 

【提出書類一覧】 

№ 提出書類名 チェック欄 

１ 補助金等交付請求書  

２ 
「補助金等交付決定通知書」の写し（「「補助金等交

付決定変更通知書」の写し」 
 

３ 補助金等の額確定通知書の写し  

 

 

  



別表（要綱第２条第１項関係) 

１ 障害者支援施設等 ア 施設入所支援 

イ 共同生活援助 

ウ 福祉型障害児入所施設 

エ 医療型障害児入所施設 

２ 通所系サービス事業所 ア 療養介護 

イ 生活介護 

ウ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

エ 就労移行支援 

オ 就労継続支援Ａ型 

カ 就労継続支援Ｂ型 

キ 児童発達支援 

ク 放課後等デイサービス 

ケ 短期入所 

コ 就労選択支援 

３ 訪問系サービス事業所 ア 居宅介護 

イ 重度訪問介護 

ウ 同行援護 

エ 行動援護 

オ 就労定着支援 

カ 自立生活援助 

キ 居宅訪問型児童発達支援 

ク 保育所等訪問支援 

４ 相談支援事業所 ア 計画相談支援 

イ 地域移行支援 

ウ 地域定着支援 

エ 障害児相談支援 

５ 地域生活支援事業 ア 移動支援事業 

イ 日中短期入所事業 

ウ 障害者一時ケア事業 

エ 地域活動支援センター 

 


